


 

男女がともに生き生きと暮らせるまちをめざして 

 

経済のグローバル化、少子高齢化の進展、家族形態や個人の価値観の多様化など、

社会経済環境が大きく変化する 21 世紀社会においては、男女が互いの人権を尊重し、

その個性と能力を十分に発揮することのできる男女共同参画社会の実現が重要な課題

となっています。 

このような中、丸亀市は、男女共同参画宣言都市として、平成 18 年２月に男女が性

別にかかわらず個人として多様な生き方が選択できる社会を実現するための行動指針

となる「男女共同参画プランまるがめ」を策定し、平成 20 年４月に施行した「丸亀市

男女共同参画推進条例」に基づき、さまざまな施策を推進してまいりました。 

そして、これまでの取り組みやその成果を踏まえ、ワーク・ライフ・バランスの実

践や女性に対する暴力の根絶等の残された課題や新たに推進すべき課題に対応するた

め、この度「第２次男女共同参画プランまるがめ」を策定いたしました。 

このプランに掲げました理念や施策を推進するために、まず、私たち行政が条例の

基本理念への理解を深め、あらゆる分野において男女共同参画の視点を持って取り組

み、市民の皆様とともに、男女共同参画のまちづくりを推進したいと考えています。 

どうか皆様の温かいご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

最後に、このプランを熱心にご審議いただきました男女共同参画審議会委員、素案

策定作業グループの皆様、並びに貴重なご意見をいただきました皆様に、心から厚く

お礼申し上げます。 

 

２０１１（平成２３）年 ４月 

                  丸亀市長  新 井 哲 二 
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